
　　　　　　　　　　                                    （敬称略） 

所　　属　・　職 氏　　名

横須賀本人会トウモローカエル 小　山　　　登

社会福祉法人　南足柄市社会福祉協議会　自立サポートセンター
スマイル　ピアサポーター

小　泉　智　史

地域生活サポートセンターとらいむ　ピアサポーター 下　条　章　子

横須賀
三浦

横須賀・三浦障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター
社会福祉法人海風会

山　﨑　辰　夫

湘南
東部

湘南東部障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター
NPO法人藤沢相談支援ネットワーク

田　中　秀　巳

湘南
西部

湘南西部障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター
社会福祉法人常成福祉会

千　葉　高　史

県央
県央障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター
社会福祉法人唐池学園

田　中　　  晃

県西
県西障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター
社会福祉法人風祭の森

大　友　崇　弘

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテ－ション事業団
神奈川県リハビリテ－ション支援センタ－所長

村　井　政　夫

特定非営利活動法人
神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会理事長

戸　髙　洋　充

特定非営利活動法人神奈川県障害者自立生活支援センター理事 川　田　隆　一

社会福祉法人　星谷会　理事 安　藤　浩　己

和泉短期大学児童福祉学科教授 鈴　木　敏　彦

特定非営利活動法人　日本相談支援専門員協会　代表理事 菊　本　圭　一

社会福祉法人　みなと舎　支援センターライフゆう　施設長 森　下　浩　明

神奈川労働局職業安定部職業対策課長 福　本　　  秀

横浜市健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課長 佐　渡　美佐子

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室専門支援担当課長 津  田　多佳子

相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部高齢・障害者福祉課長 米　山　　  守

鎌倉保健福祉事務所長 佐々木　つぐ巳

中央児童相談所長 佐久間　てる美

総合療育相談センタ－所長 南　出　純　二

中井やまゆり園長 菅　野　大　史

精神保健福祉センタ－所長 山　田　正　夫

※　網掛けは新任委員

学識経験者
（有識者）
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資料１
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神奈川県障害者自立支援協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 かながわの障害者が、地域において自立した日常生活や社会生活を営み、

安心して豊かに暮らすことができるよう、質の高い相談支援体制の整備等を促進

するため、神奈川県障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

 

（組織） 

第２条 協議会は、25人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、障害者の相談支援事業に従事する者、関係行政機関の職員、学識経験

者、障害者のうちから神奈川県福祉子どもみらい局福祉部長が選任する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の事項について、協議を行う。 

 (1) 障害保健福祉圏域（以下「圏域」という。）及び市町村における相談支援に

関すること。 

 (2) 専門性の高い相談支援事業及び広域的な支援事業に関すること。 

 (3) 相談支援従事者研修等研修事業に関すること。 

 (4) その他必要な事項に関すること。 

 

（役員） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に、関係者の出席を求め、説明又は

意見を求めることができる。 

 

（部会） 

第６条 協議会に、個別の問題について特に検討を行うため、次の部会を設置する。 
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 (1) 研修企画部会 相談支援従事者研修の実施方法等の検討を行う。 

 (2) 権利擁護部会 権利擁護及び虐待防止に係る体制整備、並びに研修の実地方

法等の検討を行う。 

 

（圏域自立支援協議会） 

第７条 協議会に別表に掲げる圏域自立支援協議会を設置する。 

２ 圏域自立支援協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。  

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課において

処理する。 

 

（会長への委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成19年１月16日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成23年10月18日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年７月17日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成27年７月16日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 
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別表（第７条関係） 

圏域自立支援協議会 所管区域 

横須賀三浦圏域自立支援協議会 横須賀市、三浦市、鎌倉市、逗子市、葉山町 

湘南東部圏域自立支援協議会 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 

湘南西部圏域自立支援協議会 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 

県央圏域自立支援協議会 
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬

市、愛川町、清川村 

県西圏域自立支援協議会 

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町、南足

柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開

成町 
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令和３年度神奈川県障害者自立支援協議会 研修企画部会委員  名簿 

 

（敬称略） 

区   分 委  員  名 所     属 

有 識 者 

（協議会委員） 
菊  本 圭 一 

特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 代

表理事 

有 識 者 吉 田 展 章 
特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク 

ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく 所長 

横 浜 市 根 岸 桂 子 
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課相談支

援推進係 係長 

川 崎 市 後 藤 将 志 
健康福祉局総合リハビリテーション推進センター

企画連携推進課障害者支援担当 係長 

相 模 原 市 渡 辺 知 世 
健康福祉局地域包括ケア推進部高齢・障害者福祉

課障害福祉班 

横 須 賀 市 大 内 泰 之 福祉部地域福祉課総合相談担当 

圏   域 山 崎 辰 夫 社会福祉法人 海風会 
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所属 役職名・職名 氏名

湘南
西部

湘南西部障害保健福祉圏域
地域生活ナビゲーションセンター
社会福祉法人常成福祉会
丹沢自律生活センター総合相談室

マネージャー 千葉 高史

県域
特定非営利活動法人
神奈川県障害者自立生活
支援センタ－

理事 川田 隆一

 川崎市障害計画課地域支援係 事務職員 三井　真由美

横須賀市福祉部障害福祉課
地域生活支援係

係長 宮川 一幸

中井町福祉部福祉課 社会福祉士 紫牟田 かな子

国
神奈川労働局
雇用環境・均等部企画課

雇用環境改善
・均等推進

指導官
太田　真人

県
中央児童相談所
虐待対策支援課

課長 佐藤 和宏

和泉短期大学
児童福祉学科

教授 鈴木 敏彦

神奈川県警察本部
生活安全部
人身安全対策課

課長補佐 中川 雅之

 

学識
経験者

警察

（敬称略）

区分

相
談
支
援
事
業
者

関
係
行
政
機
関

令和３年度　神奈川県障害者自立支援協議会権利擁護部会委員　名簿

市町村
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2021/7/15

1

神奈川県障がい福祉計画の改定
について

資料２

2

障害者総合支援法において、都道府県は、国の「障害福祉サー
ビス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本
的な指針」（基本指針）に即して障害福祉計画を策定することと
されている。

第６期障がい福祉計画について

＜第６期計画＞
・ 令和２年５⽉19日付で改定された基本指針に基づいて策定
・ 計画期間︓令和３年度から令和５年度まで
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2021/7/15

2

3

第６期計画に規定する内容について

障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標（成果目標）

各年度における障害福祉サービス等の必要量の見込み

各年度の障害福者支援施設等の必要入所定員

地域生活支援事業の実施に関する事項

基本理念等 区域の設定

障害福祉サービス等の見通し・計画的な基盤整備の方策

計画期間

計画の点検・評価

障害福祉サービス等の見込量確保のための方策

障害福祉サービス等従事者の確保・資質向上のための措置

関係機関との連携に関する事項

定めなければならない
事項

定めるよう努めなけれ
ばならない事項

盛り込むことが望まし
い事項

4

○ 施設入所者の地域生活への移行

主な成果目標と本県の状況

第６期基本指針の目標 本県の状況 （第５期計画の目標）

地域生活
移行者数

令和元年度末施設入
所者の６％※以上が
地域生活へ移行

平成28年度末施設入所
者数のうち１７７人
（３．６１％）が移行
（令和２年度末）

平成28年度末施設入
所者数4,899人のうち
４７０人（１０％）が移行

施設入所
者数

令和元年度末施設入
所者の１．６％※以上
削減

平成28年度末施設入所

者から１５４人（３．１４％）
削減（令和２年度末）

平成28年度末施設入
所者数から７４人
（１．５％）削減

※第５期計画の未達成割合を上乗せすることとされている。
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2021/7/15

3

5

主な成果目標と本県の状況

第６期基本指針の目標 本県の状況 （第５期計画の目標）

退院１年以内
の平均地域生
活日数

３１６日以上
３２２日

（平成28年３月退院者）
－

１年以上の長
期入院患者数

５，５２４人 ※暫定値
６，４１７人

（令和元年６月末時点）
５，５９４人

退院率

３か月後 ６９％以上

６か月後 ８６％以上

１年後 ９２％以上

３か月後 ５８％

６か月後 ８２％

１年後 ９０％

（令和元年６月末時点）

３か月後 ６９％

６か月後 ８４％

１年後 ９０％

○ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

新

6

○ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実

主な成果目標と本県の状況

第６期基本指針の目標 本県の状況 （第５期計画の目標）

各市町村又は圏域に少な
くとも１つ以上確保しつつ、

年１回以上運用状況の検
証・検討を実施

■地域生活支援拠点等設置
市町村

１３市（令和２年度末）

■運用状況の検証等実施市
町村

７市（令和２年度末）

各市町村に地域生活支
援拠点等を整備

新
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2021/7/15

4

7

○ 福祉施設から一般就労への移行等

主な成果目標と本県の状況

第６期基本指針の目標 本県の状況 （第５期計画の目標）

一般就労移
行者数

令和元年度の１．２７
※倍

平成28年度の１．２１倍
（令和元年度末時点） 平成28年度の１．６倍

就労定着支
援利用者

一般就労移行者の７
割以上が利用

－

就労定着率
就労定着率８割以上
の就労定着支援事業
所 ７割以上

－

現在調査中

現在調査中

新

新

※第５期計画の未達成割合を上乗せすることとされている。

8

○ 障がい児支援の提供体制の整備等

主な成果目標と本県の状況

第６期基本指針の目標 本県の状況 （第５期計画の目標）

児童発達支援センターを各
市町村に１か所以上設置

児童発達支援センター設置市
町村 ２２市町
（令和２年度末時点）

－

難聴児支援のための中核的
機能を果たす体制の確保

（未対応） －

主に重症心身障害児を支援
する児童発達支援事業所を
各市町村に１か所以上確保

主に重症心身障害児を支援す
る児童発達支援事業所設置市
町村 １８市町
（令和２年度末時点）

－

新
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2021/7/15

5

9

○ 障がい児支援の提供体制の整備等

主な成果目標と本県の状況

第６期基本指針の目標 本県の状況 （第５期計画の目標）

主に重症心身障害児を支援
する放課後等デイサービス
事業所を各市町村に１か所
以上確保

主に重症心身障害児を支援す
る放課後等デイサービス事業
所設置市町村
２２市町（令和２年度末）

－

各圏域及び市町村に医療的
ケア児支援のための協議の
場の設置

協議の場設置状況
２３市町（令和２年度末）

各圏域及び各市町村
に協議の場を設置

各圏域及び市町村に医療的
ケア児等に関するコーディ
ネーターを配置

コーディネーター配置状況

１０市町（１９人）（令和２年度
末）

－新

10

○ 相談支援体制の充実強化等

主な成果目標と本県の状況

第６期基本指針の目標 本県の状況 （第５期計画の目標）

各市町村又は圏域で相談
支援体制の充実・強化に向
けた体制を確保

基幹相談支援センター設置市
町村 ２４市町
（令和２年度末時点）

－新
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2021/7/15

6

11

○ 障害福祉サービス等の質の向上の取組に係る体制の確保

主な成果目標と本県の状況

第６期基本指針の目標 本県の状況 （第５期計画の目標）

障害福祉サービス等の質の向
上の取組に係る体制の構築

・ 障害福祉サービス等に
係る各種研修の活用

・ 障害者自立支援審査支
払等システムによる審
査結果の共有

・ 指導監査結果の関係市
町村との共有

・ 障害福祉サービス等に係
る各種研修の活用
→ 実施済

・ 障害者自立支援審査支払
等システムによる審査結
果の共有 → 未実施

・ 指導監査結果の関係市町
村との共有 → 一部実施

－

新

12

第６期計画の課題と対応の方向（イメージ）

第６期計画策定に当たっての主な課題

○ 「当事者目線の新しい障がい福祉のあり方」の反映
○ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応
○ 最新動向の反映（例：医ケア児支援法など）

＜対応の方向（イメージ）＞
計画の「基本的な視点」等に次の項目を追加・目標設定にも反映

■ 当事者目線の新しい福祉の実践
→ 意思決定支援の全県展開・地域生活を支える社会資源の充実 等

■ 災害や感染症まん延等にも対応した持続可能なサービスの提供

■ 医療的ケア児支援のさらなる充実
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2021/7/15

7

13

今後の議論のポイント

＜今後の議論のポイント＞

・ 「当事者目線の新しい障がい福祉のあり方」など本県が

独自に推進する施策をどのように計画に盛り込んでいくか

・ 第５期計画の取組結果を踏まえ、第６期計画で設定する

成果目標は適切か

・ 成果目標を達成するためにどのような方策が必要か

など

14

令和３年度の審議会開催予定

令和３年
９月頃 第２回審議会開催

・ 令和２年度取組実績の報告（第５期計画の総括）
・ 第６期計画骨子案を報告

11月頃 第３回審議会開催
・ 第６期計画素案を報告

令和４年
２月頃 第４回審議会開催

・ 第６期計画案を報告
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【 横浜市 圏域 】障害者自立支援協議会 

会長  髙山 直樹先生   （所属）東洋大学 社会福祉学科 教授 

１ 地域課題 

●計画相談支援の仕組みの簡素化や体制整備。 

●医療的ケアの必要な重症心身障害児者の地域生活支援に係る課題（移動支援や日中活動の場の不足）。 

●行動障害や様々な背景で居住地の設定ができない方への支援に関する課題。 

●軽度知的障害や発達障害及び精神障害の重複障害のある方への支援として、精神科病院への入院を余儀

なくされている方々（触法ケースを含む）の地域移行と地域定着に向けた課題。 

●コロナ禍における相談支援従事者の質の向上（緊急時にも柔軟に対応できる人材の育成等）。 

 

２ 課題解決に向けた取組み方針 

上記課題に取り組むための体制づくりが必要と考え、各会議体の関係性を整理し、区協議会と市協議会が

どのように連動するのか、どのように施策につないでいくことができるのか等について構成図を用いて整

理した。各区の特性を生かしながら、地域のネットワークづくりを活性化し、市協議会を通じて情報共有

やフィードバックを行うため以下の項目に取り組む。 

●各区協議会の取組報告書の様式を変更し、区域同士、区域と市域の情報共有を促進させる。 

●市協議会各部会の委員及び事務局が本体会議に参加することで、市協議会と各部会の連動性を高める。 

●ビジネスチャットツールを活用し、区協議会事務局及び市協議会委員が参加することで、情報や課題を

共有しやすい仕組みを作る。 

●「横浜市相談支援従事者人材育成ビジョン」に書かれている理論と日々の実践とを結びつけるための仕

組みとして紙媒体での通信を発行し、各区協議会で活用することで人材育成に繋げる。 

 

 

３ その他（協議会体制イメージ図） 

 

資料３ 
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【川崎市】地域自立支援協議会 

会長 行實志都子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科教授） 

１ 地域課題（主なものを抜粋） 

① 福祉施設から地域生活への移行が進んでいない。 

② 障害者相談支援センター（障害者相談支援事業・基幹相談支援センター）の認知度が不足して

いる。 

③ 計画相談支援の供給量が不足している。 

④ 相談支援従事者の質の向上が必要である。 

⑤ 高次脳機能障害を理解し、本人の特徴に合わせた必要な配慮をしてくれる日中活動の場がなか

なか見つからない。 

⑥ 放課後等デイサービス事業所の人材育成や、関係機関との連携強化が必要である。 

⑦ 教育と福祉の連携強化が必要。 

⑧ 生活介護事業所が不足している。 

⑨ 児童期から成人期への移行期に支援が途切れてしまう。 

⑩ 医療的ケアが必要な方への移動支援が必要。 

⑪ グループホームの整備や、空き情報を得やすい仕組が必要。 

⑫ 障害者が一人暮らしをする際の住まい探しが難しい。 

⑬ 訪問系サービスのヘルパーが不足している。 

⑭ 災害時の障害者の避難支援や安否確認に関する仕組が十分に整っていない。 

 

２ 課題解決に向けた取組み方針 

  １の地域課題を踏まえ、今後も障害者計画・障害福祉計画（かわさきノーマライゼーションプ

ラン）策定に対する意見を提出する。 

  １の①③④⑫ついては、市地域自立支援協議会の部会において取組みを行う。 

 

３ 取組みの結果（途中経過含む） 
  市地域自立支援協議会から川崎市障害者施策審議会に対し、現障害者計画・障害福祉計画（第 5

次かわさきノーマライゼーションプラン）の策定に向けた意見書を提出した。 
  １の①については、市地域自立支援協議会入所施設からの地域移行部会の設置に向け検討を進

めている。 
  １の③については、市地域自立支援協議会計画相談支援部会において、指定特定相談支援事業

所向けの『計画相談支援の手引き』の改定作業を進めるとともに、令和 3 年 10 月から市独自に

開始する事業所・施設による代替的サービス等利用計画（サポートプラン）作成のマニュアル

を改定している。 
  １の④については、市地域自立支援協議会人材育成部会において、地域における人材育成の取

組の一つとして、「雑談 Café」をモデル実施した。 
  １の⑫については、市地域自立支援協議会精神障害者地域移行・地域定着支援部会において、

不動産会社との意見交換会を開催した。 
 
４ その他  
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【相模原市】障害者自立支援協議会 

会長 村井 祐一 （所属）田園調布学園大学 社会福祉学科教授 

※回答の時点では今年度の市協議会未実施のため、地域課題など前回の回答と同様の内容を含みます。 

 （第 1回市協議会開催日：令和３年６月３０日（水）） 

１ 地域課題 

①障害福祉分野と高齢福祉分野の連携が十分とはいえず、６５歳を超えて支援の中心が障害から高

齢に移行する時や双方での連携が必要な場面で、効果的な支援につながらないことがある。 

②障害福祉分野の機関と地域（住民・民生委員等）との連携が不十分なことから、当事者自身が相

談内容を具体的に発信できないと障害福祉サービス等につながりづらくなっている。 

③グループホーム、放課後デイサービス事業所などが市内で急増している現状の中、人材育成が不

十分なことによる不適切な支援の懸念がある。 

④高齢福祉分野との連携などニーズが多様化する中で、中央区における一般的な相談支援の対応が

難しくなってきている。 

 

２ 課題解決に向けた取組み方針 

①高齢福祉分野の機関に協議会の部会委員として参画いただいたほか、障害福祉分野及び高齢福祉

分野の相談支援機関等を対象に、それぞれ分野の支援の流れや意識している点について知ること

ができる研修を実施した。 

②地域との連携の可能性を見出すため、地域資源の掘り起こしや実際に地域（警察、コンビニ、学

校）と連携した事例集を作成した。 

③虐待防止・権利擁護部会において事業所への出張型アウトリーチ研修の実施及び研修等で使用す

る映像（「児童の権利を守るために私たちができること（発見→通告→家族面談の流れを知

る）」）の作成を行った。 

④一般的な相談の受け皿を拡充していくため、中央区内の指定特定相談支援事業所及び行政関係機

関等の連携に係る現状を整理し、その中で見えてきた課題に対して、中央区内に委託相談事業所

を設置することや基本相談を受けた事業所への加算等の解決策を検討した。 

 

３ 取組みの結果（途中経過含む） 

いずれの取組みも委員の任期である令和元年度からの２年間の成果物として実施したため、今年

度以降、それらの活用方法や効果について検証していく。 

 
４ その他 

各区で実施しているグループスーパービジョン（基幹相談支援センターまたは委託相談事業所主

催）においては、市独自の「地域課題整理シート」を使用して地域課題の抽出を行っている。抽出

された課題は協議会で検討できるスキームとなっている。 
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【 横須賀・三浦障害保健福祉圏域 】障害者自立支援協議会 

会長  岸川 学   （所属） 神奈川県立保健福祉大学 社会福祉学科 講師 

１ 地域課題 

 Ⅰ.当圏域において昨年度(令和 2 年度)までに 2 市 1 町が基幹相談支援センターを設置し、今年度

(令和 3 年度)4 月に開所された市があり、残る 1 箇所の市も令和 5 年度までに整備を予定してい

る状況。具体的運用(機能のさせ方)については各市町に委ねられ、既設の市町の機能も異なっ

ている。如何に機能し、地域の支援体制の整備に寄与するかが問われる。また、5 市町のうち 4

市町で設置されたことにより、基幹相談支援センターの連携がより図られるよう期待される。 

 Ⅱ.福祉・教育・インフォーマル資源の連携ついて。特に、障害児の通学手段に対する通学バスや

ヘルパーよる移動支援の問題点等は、法令・制度や縦割行政による担当部署及び地域格差等、

複合的な要素となり、問題提起及び検討・解決へのハードルが高いものとなっている。 

 Ⅲ.支援者、療育者、教育者、協力者などにつながり難い課題があるケースへの対応について。昨

年度に発生した特有の課題として、利用者や支援者が新型コロナ感染症に罹患した場合、関係

する機関へ連絡するとして「誰が？いつ？どこに？どこまで？…等」、自治体による差や事業

所・法人による差、サービス体系による差等が発生している。 

２ 課題解決に向けた取組み方針 

Ⅰ.既設基幹相談支援センターの活用・促進と共に、コロナ禍の中でも、コロナ対策に徹した対面

開催や書面開催の方法等で地域自立支援協議会が開催され、協議会への出席を継続する。 

 Ⅱ.教育機関、福祉機関、住民組織双方がお互いを知り合う機会として会議や協議を行う。 

 Ⅲ.昨年度はコロナ禍の中、新型コロナウイルス感染症対策に追われた感が強く、対面形式の会議

や打合せは激減したが、ZOOM・電話・メール・書面等を活用する方法で課題解決を図った。今

年度も同様に対策を徹底し、会議等を開催したい。 

３ 取組みの結果（途中経過含む） 
Ⅰ.今年度、基幹相談支援センター設置個所が増えるため、圏域版基幹相談支援センター連絡会の

必要性がより増した。合わせて、圏域ナビケーションとの関係性をどうするか、新たな課題と

なり、関係機関との協議が必要と考える。 

 Ⅱ.福祉と教育の連携ついては、地域協議会の課題となる通学手段も、会議による協議の結果とし

て、自治体独自の通学支援(タクシー利用等)や、県立養護学校通学バスのルートや対象学年の

見直し等に結びついたのではと考えられる。 

 Ⅲ.コロナ禍の中、特にZOOMやテレビ電話等、新たに通信手段を利用した利用者支援や、関係機関

が連携する方法に進捗が見られた。また、自治体やサービス事業所関連でも、新型コロナウイ

ルス対策として周知方法や連絡方法が模索され、具体的な方法が提示された。 

４ その他 

 ・事例検討会や各関係機関との協働や共同企画や開催を目標としていたが、コロナ禍の中、対面

形式の会議や研修会について、昨年度は機を逸し、行うことが出来なかった。今年度は状況を

鑑み、対策を徹底した上で、事例検討会等を開催したい。 
 ・昨年度課題とした、精神障害者に対応する地域包括ケアシステムの協議の場への参画、各機関

で行われる企画・研修等の共同開催、発達障害者地域支援マネージャーとの協働については、

今年度への継続とし、推進したい。 
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【湘南東部障害保健福祉圏域 】障害者自立支援協議会 

会長 戸高 洋充        （所属）社会福祉法人藤沢ひまわり 

１ 地域課題 

①意思決定支援 

 高齢者と障害者の世帯に対する意思決定支援の方法や児童期から成人期に移行する際の支援者間の意

思決定支援の考え方のズレ、児童期の直接支援場面における意思決定支援の方法等、支援現場からは意

思決定支援を行なう上での具体的な場面で課題を抱えていることが見えてきた。「意思決定支援」が支

援者間で認知されてきているが、分野、事業所、個人ごとに意思決定支援の考え方やプロセスに個人差

が出ていることから、意思決定支援の共通理解が必要である。 

 

②重度障害者の生活を支える 

 重度障害者が利用できる福祉サービスが少なく、選択肢の幅が狭まり、生活においてご家族に頼らざ

るを得ない状況である。重度障害者への支援において障害特性から福祉のみならず医療、教育、行政機

関等一体的な支援が必要であるが、湘南東部圏域には中核的な機関等が存在していない現状がある。ま

た、医療的ケア児等コーディネーターの役割について、コーディネーター自身や行政機関をはじめとし

て関係機関内においても期待値が高まる一方で具体的な動きは、見えてきていない現状がある。 

 

２ 課題解決に向けた取組み方針 

①意思決定支援ワーキングを中心に具体事例を用いて当事者・サービス提供事業所・相談支援事業所・

行政機関・社会福祉協議会等の様々な所属の委員による検討を行い、意思決定支援について共通理解を

図る。また、相談支援専門員のスキルアップワーキングでは、津久井やまゆり園の地域移行に関わる相

談支援専門員の実践報告を踏まえ、意思決定支援の手法を情報共有するなど部会を横断して意思決定支

援に関する課題について検討の場を持つ事とした。 

 

②圏域内の医療的ケア児者が通学している養護学校、通所している生活介護事業所を対象に必要な医療

的ケアの内容等の実態調査を行い、必要な社会資源等に関する量的把握に努める。受講終了された医療

的ケア児等コーディネーターに重度障害者等の医療ケアに関する連絡会に参画していただき、現段階に

おいて活動している内容や役割等について意見交換を行いながら、顔の見える関係性の構築、コーディ

ネーターが抱え込まないような地域づくりに向けて情報共有を行う。 

 

３ 取組みの結果（途中経過含む） 

①意思決定支援に関する課題について情報共有を行い、ワーキング実施の方向性について確認を行っ

た。圏域内の障害福祉サービスに関わる支援者を対象とした意思決定支援をテーマとした研修について

は、当事者委員にも参画していただき研修企画を進めることとなっている。 

 
４ その他 

○令和 3年度 湘南東部障害保健福祉圏域自立支援協議会 実施予定日 

第 1回 令和 3 年 8月 6日（金）10：00～12：00 

第 2 回 令和 3 年 11 月 5日（金）10：00～12：00 

第 3 回 令和 4 年 2月 18日（金）10：00～12：00 
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【 湘南西部圏域 】自立支援協議会 

会長 萩原勝己 （R2 年度）        （所属）社会福祉法人 素心会 

１ 地域課題 

課題①「コロナ禍で緊急対応が必要な行動障害のある方の短期入所が見つかりづらい」 

養護者による障害者虐待の認定を受けた行動障害のある方の分離ができなかった（令和 2 年度第 1 回圏域

協議会 報告事例）  

課題②「支援が難しい行動障害のある方で、住まいが決まらず短期入所施設を転々と移動して生活して

いる方がおり、将来の見通しが立っていない。援護地の行政と相談支援専門員は、専門的なアセスメン

トが不十分な中、利用施設の調整と施設間の支援の連続性の担保に疲弊している。」 

11の短期入所施設を数日利用しながら転々としているが、その生活を8か月近く続ける中で、ご本人のみ

ならず、市町行政も体力的に限界に近い。（令和 2 年度第 2 回圏域協議会 第 1 回協議会報告事例のその

後の支援状況）  

課題③「家族がコロナ入院した重症心身障害のある陰性の方が利用できる短期入所協力施設が無い」 

多くの事業所が最大限できることを検討したが、結果として手出しできなかった。陽性のご家族（ご本人

のケア経験なし）が重症化せず、支援者の電話サポートによりケアを実践したので、なんとか乗り切っ

た。（令和 2年度第 2回圏域協議会 報告事例）  

 

２ 課題解決に向けた取組み方針 

市町での解決が難しい場合は、圏域協議会の場を活用して解決に向けた協力を依頼する。必要に応じて、

圏域協議会委員・オブザーバーに個別に相談し、協力を依頼する。また、市町単位、圏域単位での解決に

は限界があるため、神奈川県障害者自立支援協議会に以下の通り提言する 

提言①「緊急で対応すべき方の短期入所を滞りなく進めるために、県立施設を中心としたコロナ禍にお

ける役割整理が必要である」 

提言②「行動障害のある方の地域での支援を進めるため、コーディネート機能（有期限の入所による利

用者評価や機関支援）が必要である」 

提言③「家族がコロナ入院して自宅に取り残される陰性の重症心身障害のある方が、安心して利用でき

る生活場所（短期入所協力施設等）が必要である」 

 

３ 取組みの結果（途中経過含む） 

【課題①、②】 

圏域協議会事務局も参加して、事例検討会を開催し、今後の支援の方向性を確認する場を持った。その

後、行政・相談支援専門員が短期入所事業所を集めてケア会議を開催し、支援の連続性の担保に向けた各

所調整を行った。それにより、今年度から長期入所により家族との分離が可能となったため、障害者虐待

の個別事例としては終結した。しかし、今回の地域課題から顕在化した課題の温床は解消しておらず、提

言にある新たな仕組みが必要な状況に変わりはない。 

 

４ その他 

医療的ケア児等コーディネーターの配置について、市町の事情に応じた適切な形を検討するため、神奈川

県にも協力を仰いで圏域内で市町行政の意見交換会を開催することを検討している。 
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【  県央圏域 】障害者自立支援協議会 

会長  鈴木 敏彦             （所属）和泉短期大学 

１ 地域課題 

(1)市町村における地域生活支援拠点の推進に係る課題 

 ・緊急受入の対象となる、入所施設を希望する方、入所施設を拒む方、自宅から離れたくないなど、

様々な意思や思いがあり、個々の意思を尊重した緊急一時受入体制(受付、調整、移送手段、対応施設・

職員の確保、登録制度・個人情報取得、予算等)を整備が課題となっている。 

・個々の市町村や近隣市では対応困難となっている医療ケア・行動障がいのある方受入体制ができていな

いことが課題となっている。※別添「各市町村地域生活支援拠点整備に伴う意見」参照 

(2)精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム推進における課題 

・国から地域包括ケアシステムのイメージ図は提示され、いくつかの項目建てはされているが、何をすす

めていったらよいか悩む市町村の現状がある。 

(3)新型コロナウイルス禍での地域生活支援の関する課題 

・感染拡大防止のため、利用者が利用する複数事業所間での迅速な情報共有、小規模化が進むグループホ

ームでの隔離の場の確保、非常勤職員等短時間の職員を含めた感染予防のための教育・研修機会の不足、

行き過ぎた外出禁止や自粛、障がい当事者の気持ちに寄り添う啓発や情報伝達ができていない。 

・福祉サービス事業所に業務継続支援計画策定が義務づけられたが、周知が行き届いていないここと、立

案のための知識、資源の不足などがありすすんでいないという課題がある。在宅障がい者・家族への感染

時・ワクチン接種についての相談体制が不足している。 

(4)ネットワーク形成における課題 

・新型コロナウイルス渦において、障害福祉サービス利用者をはじめ障がいのある方や家族が経験したこ

とのない課題に直面する一方で、協議会や連絡会、専門部会の活動等が書面開催となったため、必要な情

報提供や課題の聞き取りや集約が困難となった。市町村内、圏域、県域などこれまでの「つながり」が希

薄となり孤立感が深まった。 

２ 課題解決に向けた取組み方針 

(1) 地域生活支援拠点の推進については、圏域での連絡会を立ち上げ、市町村担当者・基幹センターを中

心に研修会を開催。今年度も各市町村での取組みの共有化、全国の実践例の研修会に取り組む。 

(2) 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム推進についても、県の保健所や市町村間の情報交換に

取り組み、実際の支援ニーズの把握、対応の課題等ついて共有していきます。 

(3) 新型コロナウイルス禍での地域生活支援では、福祉サービス事業所の業務継続支援計画の研修会、各

市町村での福祉サービス事業所間で研修や実践例の情報交換、共助・協力体制の検討 

(4) ネットワーク形成は、県域の調整会議・県協議会が中止・書面となるなか、5 圏域のリモート会議が

独自に開催され、力強い「つながり」を感じることができた。今後もリモート等の手段なより各市町

村・圏域での実践の共有化を図り、それぞれの市町村域での地域生活支援にいかしてきたい。 

３ 取組みの結果（途中経過含む） 

(1) 地域生活拠点では、各市町村が個々の緊急受入体制整備について、令和 3 年度の予算化ができた。

2020 年 3 月相談支援員のための医療ケアを含む重症心身障害児者の短期入所利用の実践ガイドを作成

した。 

(2) 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムでは、保健所と各市町村の協議会専門部会・基幹セン

ターとのネットワークができつつあり、市、保健所の役割を整理しながら、市町村との連絡会を開始

していく予定。 

(3) 新型コロナウイルス禍での地域生活支援では、圏域市町村・協議会事務局からの聞き取りを実施、
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個々の個人・事業所レベル、市町村レベル、圏域・広域レベルでの課題整理をすすめ、自助・共助・

公助について整理を行い必要な対応をおこないたい。 

(4) ネットワーク形成については、県域・圏域・市町村域の三層構造の活性を期待したい。 

 

４ その他 
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令和3年3月23日 

 

神奈川県障害者自立支援協議会 

会長 殿 

 

神奈川県県央障害保健福祉圏域自立支援協議会 

会長  鈴木 敏彦 

 

各市町村地域生活支援拠点整備に伴う意見 

 

時下、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、国の障害福祉施策については、障害児者の地域生活推進の強化が大きな課題としてあげら

れており、県央障害保健福祉圏域の各市町村においても地域生活拠点整備について検討、整備が進

められています。 

県央障害保健福祉ナビゲーションセンターでは、学識経験者を招いての各市町村担当者への勉

強会、意見交換会を重ね県央障害保健福祉圏域自立支援協議会でも重要な課題として議論してま

いりました。 

しかしながら県央障害保健福祉圏域の各市町村においては、進捗に差はあるものの、医療的ケア

児者や強度行動障害への対応など、各市町村単独では整備できない課題も上がっている状況です。 

協議会での連携のみの対応には限界が生じているため、次の内容について県のより一層の協力

をお願いしたく意見いたします。 

御忙しいところ大変恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

意見事項 

１ 重症心身障害児、医療ケア、行動障害等ある障がい児者の緊急時の受け入れ先の確保が難しい 

課題があります。市町村の地域生活支援拠点システムに連動した県立施設における緊急時の対

応困難なケースの受けいれ、障害サービス等地域生援拠点事業所配置事業の見直しによる実効

性の確保が必要ではないかという意見がありました。 

 

２ 緊急対応整備については、緊急時対応の連絡体制、受け入れ体制、当日の移動手段の確保、深  

夜休日に対応にあたる施設職員、相談支援専門員等の確保という課題があります。施設職員や相 

談支援専門員等に対する金銭的な手当て等が必要ではないかという議論がありました。こうし 

た財政的な支援が必要ではないでしょうか。 
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【  県西圏域 】 障害者自立支援協議会 

会長  椎野晃一           （ 所属） 松田町福祉課 課長 

１  地域課題 

（ １ ） 切れ目のない支援を 行う ための連携体制・ ネッ ト ワーク の構築 

（ ２ ） 障がい福祉分野の従事者・ 事業所・ 支援体制・ イ ン フ ォ ーマル等の社会資源不足 

（ ３ ） 地域生活支援拠点設置に向けた体制整備の構築 

 

 

２  課題解決に向けた取組み方針 

（ １ ） 保健・ 医療・ 教育・ 福祉等を 含めた関係機関による 連携・ 協力体制の強化およ び充実を 目指す。 足

柄下地区に設置さ れた基幹相談支援セン タ ー等と の連携を 図り 、 関係機関の相互共有・ 協働体制の強化及

び充実に向けたつながり ・ 学び合いの場を 設定する 。  

（ ２ ） 引き 続き 令和元年度から 実施し ている アン ケート の再調査を 行い、 社会資源の量的不足を 可視化・

共有し 、 調査に基づく 体制整備を 官民協働で取り 組んでいく 。  

（ ３ ） 在り 方検討会（ 事務局： 県西ナビ ） の提言を 踏まえ、 下地区・ 上地区の自立支援協議会において、

地域生活支援拠点の 5 つの機能のう ち優先度の高い「 緊急時の受け入れ・ 対応」 機能について、 設置に向

けた準備に取り 組む。 一方、 専門的支援を 要する ケース（ 強度行動障害・ 医療的ケア等） については、 既

存のあんし んネッ ト を 活用し 、 地域生活支援拠点事業と 並行し て体制整備を 進めていく 。  

   

 

３  取組みの結果（ 途中経過含む）  

（ １ ） 令和 2 年度は I CT 等を 活用し 、 圏域の協議会や連絡会を 行っ た。 結果と し て、 連絡会等の開催頻度

や出席者が増加し ている。 また、 小田原市基幹相談支援セン タ ーと 連携を 図り 、 連絡会やイ ベント 等を 共

催で行っ た。  

（ ２ ） 令和元年度から 継続実施し ている アン ケート について再調査を 行い、 圏域内の連絡会等で共有し て

いる。 また、 その結果を 踏まえ「 第 6 期 小田原市障がい福祉計画」 が策定さ れている。  

（ ３ ） 下地区については、 令和 3 年中に試験的運用を 行い、 「 緊急時の受け入れ・ 対応」 機能を 「 体験の

機会・ 場の提供」 と 合わせながら 整備を 行っ ている。 上地区は、 令和 4 年度末の設置に向け、 検討を 行な

っ ている 。  

 

 

４  その他 

 基幹相談支援セン タ ーの設置について 

令和２ 年１ ２ 月よ り 、 足柄下地区（ 小田原市・ 箱根町・ 真鶴町・ 湯河原町） に設置・ 運用が開始し てい

る 。  
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令和３年度神奈川県障害者自立支援協議会第 1回研修企画部会（報告） 

＜今年度の開催状況＞ 

○ 日 時 令和３年４月22日（木） 10:00～11:45 

○ 会 場 かながわ県民活動サポートセンター ３階306会議室 

○ 出席者 別添「出席者名簿」のとおり 

○ 内 容 

（１） 研修開催スケジュールの確認 

【県域】 

・初任研修：7月～10月（一部映像配信含む）３コース×50人（定員） 

・現任研修：10月～１月（一部映像配信含む）２コース×70人 

・主任研修：10月～11月（当初の７月開催予定から変更）１コース×40人 

【横浜市】 

・プレ研修は７月上旬から中旬、初任者研修は８月３１日から11月上旬、現任研修は11月下

旬から１月下旬で実施予定。 

【川崎市】 

・プレ研修は７月上旬、初任者研修は７月下旬から９月下旬、現任研修は11月下旬から１月

に実施予定。 

（２） 令和２年度初任者研修修了者就業状況調査 

・令和２年度相談支援従事者初任者研修は新型コロナウイルスの影響により、定員を例年より

も半減させて実施。また、受講対象者も相談支援専門員として従事する予定のある者に限定

して募集をした。実際に研修修了者がどの程度相談支援専門員として従事しているかの調査

を行い、今後の相談支援専門員の養成の参考とするために実施。 

・調査の主旨について承認を得た。調査票の用紙及び配布・回収方法については、修正を行っ  

たうえで調査を行う。調査結果については現在集計中。 

（３） 主任相談支援専門員養成研修対象拡大について 

・現状40名定員の枠で、受講対象者の枠を基幹相談支援センターの相談支援専門員から事務局

案で拡大する方向性について、了承を得た。ただし、市町村の優先順位づけの方法や定員の

市町村配分については事務局預かりとなった。 

（４） 専門コース別研修について 

・令和３年度は障害児支援、権利擁護・成年後見制度（災害時対応）、地域移行・地域定着、意

思決定支援の４コース実施の方向で承諾を得る。また、主任研修の修了者のフォローアップ

を想定して、国要綱にあるスーパービジョン・管理・面接技術に関するコースを追加希望が

上がり、今後県と研修事務局にて協議することとした。 

※年間予定（参考） 

 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

研修企画部会 
委員

改選 
 ●    ●    

次回：８月 20 日（金）15:15～17:15 かながわ県民活動サポートセンター第一会議室 

 
 

資料４ 
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令和３年度　研修実施スケジュール

6月

■プレ研修
　（１～３コース）
①7.1‐2
②7.13‐14
③7.20‐21

７月

上旬 中旬 下旬

■令和２年度現任研修
レポート

5月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

1月

上旬 中旬 下旬

■主任研修
前半３日

□現任研修　講義部分
（映像配信）

3月

上旬 中旬 下旬

2月

上旬 中旬 下旬

■主任研修
後半２日

11月

上旬 中旬 下旬

12月10月

上旬 中旬 下旬上旬 中旬 下旬

９月

上旬 中旬 下旬

８月

【令和３年度　定員】

□初任者研修
講義部分

（映像配信）
7.12-30

■初任者研修（１コース）　演習５日間
9.2,9.3,9.30,10.25,10.26

■初任者研修（２コース）　演習５日間
9.13,9.14,10.7,11.16,11.17

■初任者研修（３コース）　演習５日間
9.21,9.22,10.14,11.11,11.12

■現任研修3日間演習（１コース）

■現任研修3日間演習（２コース）

【令和３年度　申込及び受講決定状況】

・プレ研修　　　　150名（1コース５０名×３コース実施）

・初任者研修　　150名（1コース５０名×３コース実施）

・現任研修　　　140名（１コース７０名×２コース実施）

・主任研修　　　　40名(1コース）

・専門コース別研修　障害児支援、権利擁護・成年後見制度、地域移行・地域定着、意思決定支援の４コースを実施予定。

・プレ研修　　　申込503名（県188、横浜228、川崎87）　　　決定331名（県144、横浜107、川崎80）

・初任者研修　申込451名（県188、横浜186、川崎77）　　　決定304名（県150、横浜84、川崎70）

・現任研修　　　※今後募集

・主任研修　　　※今後募集

資料５
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都道府県名 神奈川県

bのうち
セルフプラン

セルフプラン率
dのうち

セルフプラン
セルフプラン率

R1合計
(参考)

57,451 57,435 24,470 42.6% 100.0% 25,785 25,785 14,712 57.1% 100.0%

（合計） 59,681 59,667 24,022 40.3% 100.0% 29,318 29,318 16,868 57.5% 100.0%

横浜市 24,459 24,459 11,197 45.8% 100.0% 12,336 12,336 9,001 73.0% 100.0%

川崎市 7,198 7,198 3,900 54.2% 100.0% 3,897 3,897 1,728 44.3% 100.0%

相模原市 5,909 5,909 1,980 33.5% 100.0% 2,839 2,839 1,437 50.6% 100.0%

横須賀市 2,579 2,579 948 36.8% 100.0% 893 893 146 16.3% 100.0%

鎌倉市 1,162 1,162 118 10.2% 100.0% 375 375 22 5.9% 100.0%

逗子市 382 382 3 0.8% 100.0% 127 127 0 0.0% 100.0%

三浦市 303 303 28 9.2% 100.0% 55 55 0 0.0% 100.0%

葉山町 147 147 0 0.0% 100.0% 65 65 33 50.8% 100.0%

横須賀・三浦 4,573 4,573 1,097 24.0% 100.0% 1,515 1,515 201 13.3% 100.0%

藤沢市 3,228 3,228 1,940 60.1% 100.0% 1,378 1,378 1,125 81.6% 100.0%

茅ヶ崎市 1,149 1,149 839 73.0% 100.0% 749 749 629 84.0% 100.0%

寒川町 322 315 134 42.5% 97.8% 148 148 130 87.8% 100.0%

湘南東部 4,699 4,692 2,913 62.1% 99.9% 2,275 2,275 1,884 82.8% 100.0%

平塚市 1,953 1,953 478 24.5% 100.0% 751 751 3 0.4% 100.0%

秦野市 1,381 1,381 391 28.3% 100.0% 643 643 329 51.2% 100.0%

伊勢原市 862 862 45 5.2% 100.0% 568 568 14 2.5% 100.0%

大磯町 169 169 0 0.0% 100.0% 69 69 0 0.0% 100.0%

二宮町 176 169 7 4.1% 96.0% 65 65 0 0.0% 100.0%

湘南西部 4,541 4,534 921 20.3% 99.8% 2,096 2,096 346 16.5% 100.0%

厚木市 1,417 1,417 584 41.2% 100.0% 792 792 681 86.0% 100.0%

大和市 1,619 1,619 108 6.7% 100.0% 1,140 1,140 0 0.0% 100.0%

海老名市 893 893 324 36.3% 100.0% 600 600 566 94.3% 100.0%

座間市 850 850 163 19.2% 100.0% 424 424 191 45.0% 100.0%

綾瀬市 483 483 88 18.2% 100.0% 227 227 46 20.3% 100.0%

愛川町 371 371 310 83.6% 100.0% 138 138 138 100.0% 100.0%

清川村 22 22 1 4.5% 100.0% 1 1 0 0.0% 100.0%

県央 5,655 5,655 1,578 27.9% 100.0% 3,322 3,322 1,622 48.8% 100.0%

小田原市 1,503 1,503 257 17.1% 100.0% 642 642 468 72.9% 100.0%

南足柄市 292 292 48 16.4% 100.0% 129 129 42 32.6% 100.0%

中井町 75 75 23 30.7% 100.0% 22 22 16 72.7% 100.0%

大井町 125 125 14 11.2% 100.0% 49 49 28 57.1% 100.0%

松田町 99 99 16 16.2% 100.0% 28 28 12 42.9% 100.0%

山北町 86 86 17 19.8% 100.0% 19 19 5 26.3% 100.0%

開成町 98 98 22 22.4% 100.0% 85 85 53 62.4% 100.0%

箱根町 80 80 9 11.3% 100.0% 13 13 0 0.0% 100.0%

真鶴町 120 120 1 0.8% 100.0% 8 8 1 12.5% 100.0%

湯河原町 169 169 29 17.2% 100.0% 43 43 24 55.8% 100.0%

県西 2,647 2,647 436 16.5% 100% 1,038 1,038 649 62.5% 100%

障害福祉
サービス等
受給者数
a　 (※１)

計画作成
済み人数
d　(※４)

障害児通所
支援受給者数

c　(※３)

※１　令和２年３月末の障害福祉サービス又は地域相談支援の受給者数（なければ直近の数字）
※２　令和２年３月末時点での「サービス等利用計画案」作成者数（市町村に「サービス等利用計画案」が提出された実績数。
　　　介護保険法のケアプランにより支給要否決定を行っている者についても作成済人数に含む。）
※３　令和２年３月末の障害児通所支援の受給者数（なければ直近の数字）
※４　令和２年３月末時点での「障害児支援利用計画案」作成者数（市町村に「障害児支援利用計画案」が提出された実績数）
      なお、障害福祉サービスと障害児通所支援の両方を利用している場合は、それぞれに計上すること。

達成率
d/c (%)

達成率
b/a (%)

令和３年３月までの計画相談実績

市区町村名

障害者総合支援法分 児童福祉法分

計画作成
済み人数
b　(※２)

資料６
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※県独自調査

身体障がい
知的障
がい

精神障
がい
（発達障
がい除
く）

発達障
がい

その他
不明
（未確認
含む）

身体障がい
知的障
がい

精神障
がい
（発達障
がい除
く）

発達障
がい

その他
不明
（未確認
含む）

R1合計 20,370 4478 6735 7209 237 280 1431 12,991 769 6,443 352 3,935 476 1,016

（R1構成比） 100.0% 22.0% 33.1% 35.4% 1.2% 1.4% 7.0% 100.0% 5.9% 49.6% 2.7% 30.3% 3.7% 7.8%

（合計） 24,022 5,829 8,091 8,895 258 161 788 16,868 857 7,387 243 4,925 153 3,303

（構成比） 100.0% 24.3% 33.7% 37.0% 1.1% 0.7% 3.3% 100.0% 5.1% 43.8% 1.4% 29.2% 0.9% 19.6%

横浜市 11,197 2582 3769 4291 79 54 422 9,001 571 4291 143 3991 5 0

川崎市 3,900 1184 1567 1141
精神障害と
の内訳不明 8 0 1,728 0 0 0 0 0 1728

相模原市 1,980 600 378 883 104 15 0 1,437 80 561 41 754 1 0

横須賀市 948 132 377 437 0 2 0 146 5 118 23 0 0 0

鎌倉市 118 15 25 78 0 0 0 22 0 19 3 0 0 0

逗子市 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三浦市 28 12 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

葉山町 0 0 0 0 0 0 0 33 1 10 0 22 0 0

横須賀・三浦 1,097 160 415 520 0 2 0 201 6 147 26 22 0 0

藤沢市 1,940 375 732 829 0 3 1 1,125 92 522 18 0 0 493

茅ヶ崎市 839 97 235 264 0 5 238 629 1 3 1 0 0 624

寒川町 134 31 41 60 0 2 0 130 20 56 1 53 0 0

湘南東部 2,913 503 1008 1153 0 10 239 1,884 113 581 20 53 0 1117

平塚市 478 74 115 279 0 10 0 3 3 0 0 0 0 0

秦野市 391 104 116 121 0 50 0 329 23 300 6 0 0 0

伊勢原市 45 1 24 20 0 0 0 14 0 13 0 0 1 0

大磯町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

二宮町 7 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湘南西部 921 179 257 423 2 60 0 346 26 313 6 0 1 0

厚木市 584 197 205 112 70 0 0 681 0 681 0 0 0 0

大和市 108 34 35 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海老名市 324 109 85 0 0 3 127 566 19 170 0 0 0 377

座間市 163 52 37 69 0 5 0 191 6 74 1 0 110 0

綾瀬市 88 17 39 31 0 1 0 46 2 9 0 0 35 0

愛川町 310 84 157 68 0 1 0 138 7 60 4 0 0 67

清川村 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

県央 1,578 494 558 319 70 10 127 1,622 34 994 5 0 145 444

小田原市 257 68 83 104 0 2 0 468 18 391 1 57 1 0

南足柄市 48 22 16 10 0 0 0 42 2 40 0 0 0 0

中井町 23 9 10 4 0 0 0 16 0 7 0 9 0 0

大井町 14 3 4 7 0 0 0 28 2 26 0 0 0 0

松田町 16 8 2 6 0 0 0 12 0 2 0 0 0 10

山北町 17 1 5 8 3 0 0 5 0 3 0 2 0 0

開成町 22 5 9 8 0 0 0 53 3 12 1 37 0 0

箱根町 9 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

真鶴町 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

湯河原町 29 8 8 13 0 0 0 24 2 19 0 0 0 3

県西 436 127 139 165 3 2 0 649 27 500 2 105 1 14

セルフプランにおける障害種別

市区町村名

障害者総合支援法分 児童福祉法分

問　セルフプランにおける障害種別を把握するため、障害種別ごとに件数（内訳）を回答ください。
　※　重複障がいのある方は、主たる障害種別を回答してください（複数回答不可）。

セルフプラン

問　障害種別ごとに件数を回答してください

セルフプ
ラン

問　障害種別ごとに件数を回答してください
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専従 兼務 兼務率 専従 兼務 小計 専従 兼務 小計 前回比

横浜 135 491 78.4% 横浜市 74 325 399 61 166 227 626 +14 

川崎 22 206 90.4% 川崎市 8 71 79 14 135 149 228 -1 

相模原 37 76 67.3% 相模原市 17 50 67 20 26 46 113 -10 

横須賀市 8 6 14 14 24 38 52 0

鎌倉市 0 2 2 13 22 35 37 +3 

逗子市 1 5 6 1 12 13 19 -1 

三浦市 0 0 0 8 3 11 11 +2 

葉山町 0 0 0 0 0 0 0 0

藤沢市 3 18 21 15 22 37 58 0

茅ヶ崎市 5 3 8 2 12 14 22 +2 

寒川町 0 0 0 0 11 11 11 0

平塚市 0 9 9 11 26 37 46 0

秦野市 3 7 10 13 16 29 39 0

伊勢原市 5 6 11 9 6 15 26 0

大磯町 0 4 4 0 0 0 4 0

二宮町 0 2 2 7 2 9 11 0

厚木市 2 19 21 5 15 20 41 0

大和市 1 8 9 7 20 27 36 0

海老名市 4 9 13 3 5 8 21 +3 

座間市 1 2 3 3 22 25 28 +1 

綾瀬市 1 9 10 1 2 3 13 0

愛川町 2 0 2 2 0 2 4 +4 

清川村 0 0 0 0 0 0 0 0

小田原市 2 14 16 9 15 24 40 0

南足柄市 0 9 9 1 1 2 11 +8 

中井町 0 0 0 0 0 0 0 0

大井町 0 0 0 0 0 0 0 0

松田町 0 0 0 0 1 1 1 0

山北町 0 0 0 0 0 0 0 0

開成町 0 0 0 5 4 9 9 +3 

箱根町 0 0 0 0 0 0 0 0

真鶴町 0 0 0 0 0 0 0 0

湯河原町 0 0 0 0 7 7 7 0

合計 137 578 715 224 575 799 1514 +28 

32 111 77.6%

75.0%5117

湘南西部

74 62.2%

6625 72.5%

県央

県西

45

【圏域別】市町村の指定特定（障害児）相談支援事業所における相談支援専門員の実人数（令和３年３月３１日現在）

№ 市町村名

計画相談支援のみ指定を受けている
事業所

計画相談支援と障害児相談支援の指
定をあわせて受けている事業所

合計

令和３年３月までの計画相談実績調査結果【相談支援専門員の実人数】

48 78 61.9%

横三

湘南東部
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都道府県名

毎月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ６ヶ月 １２ヶ月 その他 毎月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ６ヶ月 １２ヶ月 その他

R1合計
（参考）

34,393 1,396 736 12,397 1,359 12,217 2,581 3,707 12,088 193 69 889 1,519 6,437 1,566 1,415

（合計） 35,659 1,306 990 15,428 515 14,065 1,554 1,801 12,450 208 163 1,189 1,787 7,023 817 1,263

1 横浜市 13,262 755 852 8,246 275 2,357 337 440 3,335 3 126 352 778 902 81 1093

2 川崎市 3,298 0 0 708 0 2,590 0 0 2,169 0 0 0 0 2,169 0 0

3 相模原市 3,929 40 15 1,912 0 1,888 44 30 1,402 11 4 343 0 1,041 0 3

4 横須賀市 1,631 29 2 743 0 697 0 160 747 17 0 64 0 621 0 45

5 平塚市 1,475 131 39 290 97 707 62 149 748 92 0 0 651 5 0 0

6 鎌倉市 1,044 44 34 412 51 435 1 67 353 3 3 84 27 236 0 0

7 藤沢市 1,288 76 8 394 41 410 21 338 253 4 8 125 25 25 0 66

8 小田原市 1,246 0 1 543 0 593 2 107 174 0 0 2 0 172 0 0

9 茅ヶ崎市 310 4 7 86 10 90 3 110 120 7 10 13 5 62 0 23

10 逗子市 379 1 0 26 2 251 20 79 127 0 0 56 0 65 0 6

11 三浦市 275 16 2 129 1 122 1 4 55 3 0 5 2 44 0 1

12 秦野市 990 99 5 177 12 563 98 36 314 28 1 16 195 64 2 8

13 厚木市 833 4 0 365 0 463 1 0 111 2 1 17 12 78 0 1

14 大和市 1,511 0 0 43 1 490 858 119 1,140 4 3 6 52 342 733 0

15 伊勢原市 817 35 3 387 10 330 6 46 554 5 5 36 36 472 0 0

16 海老名市 569 32 17 206 1 263 50 0 34 4 1 19 1 9 0 0

17 座間市 687 6 1 111 0 526 14 29 233 0 0 6 0 226 0 1

18 南足柄市 244 0 0 208 0 36 0 0 87 0 0 0 0 87 0 0

19 綾瀬市 395 7 0 57 0 305 1 25 181 17 0 0 0 164 0 0

20 葉山町 147 0 1 57 1 88 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0

21 寒川町 188 14 0 14 0 145 6 9 18 5 0 0 0 8 0 5

22 大磯町 169 1 0 17 6 144 1 0 69 0 0 13 0 52 0 4

23 二宮町 169 0 0 14 5 130 1 19 65 1 1 10 0 46 0 7

24 中井町 52 2 0 16 1 31 2 0 6 0 0 0 1 5 0 0

25 大井町 111 1 1 42 1 62 1 3 21 0 0 6 1 14 0 0

26 松田町 83 2 0 23 0 54 4 0 16 0 0 4 1 11 0 0

27 山北町 69 3 0 23 0 27 1 15 14 0 0 2 0 12 0 0

28 開成町 76 4 2 25 0 42 1 2 32 1 0 5 0 26 0 0

29 箱根町 71 0 0 20 0 48 0 3 13 1 0 2 0 10 0 0

30 真鶴町 119 0 0 59 0 60 0 0 7 0 0 3 0 4 0 0

31 湯河原町 140 0 0 45 0 84 0 11 19 0 0 0 0 19 0 0

32 愛川町 61 0 0 20 0 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 清川村 21 0 0 10 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

障害児通所
支援受給者数

モニタリング設定期間

サービス等利用計画案におけるモニタリング設定期間について
神奈川県

※１　計画作成済み人数は、別紙１のａ、ｄからセルフプランを除いた数と一致すること。
※２　モニタリング設定期間は支給決定の際に定めた期間とし、モニタリング期間が途中で変更になる場合は３月時点で判断する。
※３　ケアプランの者でモニタリング期間が把握できない者についてはその他へ計上すること。

№ 市区町村名

障害者総合支援法分 児童福祉法分

障害福祉サー
ビス等受給者

数

モニタリング設定期間

-31-



-32-



2021/7/15

1

当事者目線の障がい福祉に係る
将来展望検討委員会の進め方について

令和３年７月９日

神奈川県 福祉子どもみらい局

1

当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会

第１回 （令和３年７月９日） 資料２

資料８

「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会」報告書（抜粋）

Ⅳ さらなる検討の方向性

１ 地域共生社会の実現に向けて

県では、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及が進められているが、今後、意思決定支援や地域生活移行支援などに取り

組む中では、いかなる障がいがあっても、地域に包摂される共生社会づくりにまい進していくことをあらためて決意すべきである。
地域共生社会の実現に向け、市町村では、多様で複合的な支援ニーズに対応するため、障がい福祉などの分野を超えた、包括的な

支援体制の整備を進めようとしており、こうした状況を明確に視野に入れる必要がある。

２ 県におけるこれまでの障がい福祉行政の振り返り

今回の検証は、主に身体拘束という側面から行われたものであり、県立障害者支援施設の支援全体を俯瞰しているわけではない。

今回、確認した利用者の人数においても、振り返って確認した年数においても、一定程度の検証が行われたが、なぜ、その利用者の支

援がそのようなものであったのかの十分な解明に至っていない。また、これまでの支援について、制度的にも振り返る機会があったにも
かかわらず、利用者目線の支援に転換できなかった原因についても明らかになっていない。

そのためには、これまでの県立障害者支援施設の支援をより詳細に調べる必要がある。県においても、これまでの障がい福祉行政を

振り返り、刻々と変化していく時代の波に対応していけるような組織体制をつくる必要がある。

３ 県立障害者支援施設のあり方を含めた利用者目線の支援の推進方策について

県立障害者支援施設の役割として、これまで、民間施設で対応困難な重度の障がい者を受け入れてきた経過があるが、特に強度行

動障がいのある人については、個別的な支援が必要なため、大規模な入所型の施設における集団の中での支援では限界があり、より
個別的な支援が可能となる生活環境を考えるべきである。

また、利用者目線の支援を進めていくためには、利用者本人の希望に応じることができるよう、地域のサービス基盤をしっかりと整備

していく必要がある。
今後の県立障害者支援施設のあり方については、こうした社会資源の整備状況を見ながら、民間施設や事業者を含めて県全体で検

討していく必要があり、県立障害者支援施設の指定管理者の選定に当たって、求められる役割の変化に対応して、選定基準や業務の

基準などの内容について見直すことも必要である。
このようなことから、今後、県立障害者支援施設のあり方を含め、意思決定支援の全県展開など、利用者目線の支援をより実践して

いくための方策を検討する本人を中心とした具体的な会議体を設置し、未来への工程表を示していく必要がある。

2
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3

当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討員会設置要綱（抄）

（設置目的）

第１条 障がい者支援の長期的な将来展望の検討とともに、その姿を見据えた今後の県立障害者支援施設のあ

り方や当事者目線の障がい福祉に係る理念や実践について検討するため、当事者目線の障がい福祉に係る

将来展望検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

（１）障がい者支援の長期的な将来展望の検討に関する事項

（２）意思決定支援の全県展開など、当事者目線の障がい福祉に係る理念や実践の検討に関する事項

（３）県立障害者支援施設のあり方の検討に関する事項

（構成員等）

第３条 委員会は、学識経験のある者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者等により１０名

をもって構成する。

２ 委員の任期は、令和４年３月３１日までとする。

（略）

附則

この要綱は、令和３年６月２１日から施行する。

4

当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会の検討スケジュール

〇 検討スケジュールについては以下を予定している

時 期 回 検 討 内 容 等 備 考

７月９日 第１回

・ 委員長選出
・ 委員会の所掌の確認
・ 今後の進め方（事務局からの説明）
・ 県立障害者支援施設のあり方を含めた障がい福祉の将来展望（１）

８月中旬 第２回 ・ 県立障害者支援施設のあり方を含めた障がい福祉の将来展望（２）
必要に応じゲスト
スピーカーを招聘

８月下旬 第３回 ・ 県立障害者支援施設のあり方を含めた障がい福祉の将来展望（３） 〃

９月中旬 第４回
・ 県立障害者支援施設のあり方を含めた障がい福祉の将来展望（４）
・ 「県立障害者支援施設のあり方についての中間的な論点整理（仮）」

たたき台について
〃

10月初旬 第５回
・ 「県立障害者支援施設のあり方についての中間的な論点整理（仮）」

（案）について

※ 委員会は「県立障害者支援施設のあり方についての中間的な論点整理(仮）」成案後、引き続き月に１回程度のペースで、
「当事者目線の障がい福祉」に関する議論を続け、年度内に報告書を取りまとめる
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ご議論いただく際の視点について（案）

・ ２０４０年頃の本県の障がい福祉の将来像を展望し、その実現に向けて、中長期的な視点から、行政、事業者、県民が

どのように取組んでいくべきか議論をお願いしたい

※ 本県が目指す障がい福祉の将来像

「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念が浸透し、本人の意思決定を踏まえた、その人らしい生活を支える

当事者目線のサービス基盤の整備が進んだいのち輝く地域共生社会（詳細は別紙）

・ 近年の政策動向及び国の社会保障に関する先行研究等を踏まえると、次のような視点（案）が考えられるのではないか

① 津久井やまゆり事件を契機に、地域共生社会の実現を図っていくべきではないか

② 障がい福祉において、家族目線・支援者目線ではなく、当事者目線の考えを徹底するべきではないか（意思決定

支援など）

③ 強度行動障がい、高齢障がい者、医療的ケア児など困難性の高い支援課題に対し、県として果敢に取り組むべき

ではないか（地域の担い手の確保、人材育成など）

④ 障がい者は地域社会を構成する一員であり、本人が希望する場所で、尊厳をもって、その人らしく暮らすことが

当たり前であるべきではないか（社会資源の充実、サービス基盤の整備など）

⑤ 障がい者故の価値の創造や、ＳＤＧ´ｓの「誰一人取り残さない」持続可能な多様性と包摂性のある社会の実現を

目指すという理念を生かすべきではないか

・ なお、先の「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会」報告書において、「県立施設のあり方について、

民間施設の状況も踏まえ、さらなる検討を行うべき」旨提言されていること、また、神奈川発の当事者目線の新しい障がい
福祉のスタートを、令和５年度（次期指定管理開始期）からと考えていることから、障がい福祉の将来像を議論する中で、

まずは、障害者支援施設のあり方について論点整理を行っていただきたい
5

6

③ 障がい者が、意思決定支援により、本人の意思に沿った当事者目線の障害福祉サービス等の必要な支援を受け
ることができ、また、どこで誰と生活するかを選択する機会が確保されていること

本県が目指す障がい福祉の将来像（長期的なビジョン）の具体的なイメージ

⑥ 障がい者が、それぞれ役割、希望に沿って働くことができること

⑩ 障がい者が、地域の担い手となり、その地域で支え合いながら、安心して暮らせること

⑧ 障がい者が、文化芸術やスポーツなどの分野で能力を生かして活躍できること

① 「ともに生きる社会かながわ憲章」の普及啓発が必要ではなくなるほど県民に十分認知され、障がい者に対する
差別事例が減少していること

④ 障害者支援施設における虐待ゼロを目指して、権利擁護がなされ、絶えず支援の検証と見直しが行われていること

② 障がいを理由とするあらゆる差別が効果的な法的保護の下で禁止され、合理的配慮が提供されていること

⑦ 障がい者が、レクリエーション、余暇及びスポーツに参加する機会を確保できていること

⑨ 障がい者が、表現及び意見の自由並びに情報へのアクセスを確保できていること

⑤ 障がい者及び家族に、十分な生活水準が確保され、必要に応じ、困窮対策や住宅施策の活用ができること

（障がい者差別解消）

（障がい福祉施策）

（生活水準、労働）

（文化的生活、社会参加、活躍支援）

（情報アクセス、地域共生その他）

別紙
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7

「県立障害者支援施設のあり方」について議論を進める上での視点（案）

・ 県立の障害者支援施設は、昭和３６年以降、時代の要請に対応し、直営施設として順次整備が行われ、その後、民間移譲や指定管理者制度

への移行が進められてきた経過があるが、今日、民間では対応できない重度重複の障がい者や、強度行動障がいのある者、医療的ケアが必要

な障がい者の受入といった役割を担っている。

・ しかしながら、先の「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会」では、県立障害者支援施設６施設の検証を行ったが、取りまと

められた報告書において、これまで、利用者目線ではない、不適切な支援が行われている事例があったとの指摘を受けたことから、管理監督す

る立場にある県の指導態勢も併せて改善を進めている。

・ 同検討部会報告書において、「県立施設のあり方について、民間施設の状況も踏まえ、さらなる検討を行うべき」旨提言されていること、また、

神奈川発の当事者目線の新しい障がい福祉のスタートを、令和５年度（次期指定管理開始期）からと考えていることから、障がい福祉の将来像

を議論する中で、まずは、障害者支援施設のあり方について論点整理を行っていただきたい。

① 地域生活支援拠点の役割を持たせ、緊急時に対応できる短期入所の整備を必須としてはどうか

⑤ 民間では担えない理由を明確にし、目的を達成するために必要な実施態勢についても検討してはどうか

④ 長期入所の定員は漸減させることとし、終の棲家を念頭に置いた新規の入所については、原則として、行わないこととし
てはどうか

③ 長期の入所者の地域移行を加速させるとともに、通過施設（有期限の入所期間）として位置づけることとしてはどうか

② 相談支援の機能と人材育成の機能を充実させることとしてはどうか

【議論を進める上で考えられる視点（案）】

✓ 民間事業者の提供サービスの実態を踏まえ、中長期的な視点から、県立障がい者支援施設の果たす役割をどう再定義
するのか、オール神奈川での議論につなげる

検証委員会、検討部会の報告書と新たな検討会議体の報告書の関係（イメージ）

津久井やまゆり園
利用者支援検証
委員会

（中間報告書）

障害者支援施設
における利用者
目線の支援推進
検討部会

（報告書）

津久井やまゆり園の利用者
の支援内容の検証に特化し
た報告書

※ 新型コロナ感染症の影響で
現地ヒアリングができず、各
種資料等から確認できた課題
と今後の改善の方向性につ
いて取りまとめ

津久井やまゆり園を含む
県立６施設に対象を拡大

※ 支援内容の検証を行うと
ともに、利用者目線の支援
など、障害者支援施設にお
ける未来志向の支援のあり
方を検討、提言を取りまと
め

さらなる
検討

「県立障害者支援
施設のあり方につ
いての中間的な
論点整理」（仮）

検討委員会報告書
「当事者目線の障
がい福祉の展開に
ついて」（仮）

速やかに
対応策を
講じる

【短期的目標】 【中長期的目標】

8

「県の関与」の検証調査
（報告書）

当事者目線の障がい福祉に係る
将来展望検討委員会

今後の本県の障がい福祉
（県立障害者支援施設の
あり方を含む）の将来展望
を議論

※ 令和３年10月を目途に中
間的な論点整理、年度内
に報告書を取りまとめ

理念の普
及と提言
の実体化
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 津久井やまゆり園の再生について 
 

  「津久井やまゆり園再生基本構想（平成 29年 10 月）」に基づく、施設整

備や新施設への利用者の移行について、取組状況を報告する。 

 

(1) 施設整備等 

   令和３年度中にすべての利用者の入所が完了するよう、これまで利用

者が生活していた千木良地域の「津久井やまゆり園」に加え、利用者の

仮居住先となっている芹が谷地域に「芹が谷やまゆり園」を整備する。 

ア 工事の進捗 

(ｱ) 津久井やまゆり園 

期  間：令和元年 12月～３年５月 

内  容：居住棟等の新築工事 

管理棟、厨房棟、体育館等の改修工事 

実施状況：令和２年１月着工 

     令和３年５月 31日竣工 

令和３年６月 15日引渡し 

供用開始：令和３年８月１日 

そ の 他：令和３年７月４日、新園舎で開所式を開催 

 (ｲ) 芹が谷やまゆり園 

期  間：令和元年 12月～３年９月 

内  容：民間活力を活用した「設計施工一括発注方式」による

施設整備 

実施状況：令和２年10月着工 

令和３年７月現在、居住棟の内装工事等を実施中 

供用開始：令和３年 12月予定 

 

イ 鎮魂のモニュメントの整備 

ご遺族の意向を伺いながら、制作を進めている。 

(ｱ) コンセプト 

     ・ 津久井やまゆり園事件で命を奪われた利用者への「鎮魂」 

・  事件を風化させないための「後世へのメッセージ」 

・  偏見や差別のないともに生きる社会を目指す「誓い」 

(ｲ) デザイン 

a 水鏡 

・  月に一度の月命日には、器は水で満たされ大きな水鏡となる。 

資料９ 
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・ 器の底面に「ともに生きる社会かながわ憲章」を彫り込む。 

・ 水鏡のまわりから水が 19 本流れ落ちるデザインとする。 

     b その他 

・ ベンチには県産石材（本小松石）を使用し、献花台のデザ

インや碑に記す文章については、ご遺族の意向を尊重しなが

ら対応していく。 
(ｳ) 今後のスケジュール 

      令和３年７月中旬   整備完了予定 

７月 20 日 津久井やまゆり事件の追悼式において鎮魂

のモニュメントでの献花 

 

(2) 津久井やまゆり園及び芹が谷やまゆり園への利用者の移行 

・ 移行に当たっては、平成29年から令和２年末まで行ってきた意思決

定支援の結果を尊重し、現時点で考えられる移行先を、令和３年４月

に利用者本人やご家族にお知らせした。 

・ その段階での移行先の内訳は、津久井やまゆり園に44名、芹が谷や

まゆり園に57名、その他グループホーム等に18名であった。 

・ なお、利用者の中には両方の施設やグループホームを体験したいと

いう方もおり、そういう方には引き続き移行の見極めを行っているた

め、８月の入所までに移行先が変更になることもあり得る。 

・ ８月以降も、利用者一人ひとりが自らの意思が反映された生活を送

ることができるよう、意思決定支援の取組を継続していく予定であ

る。 
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意思決定支援の全県展開に向けた取組について

令和３年７月16日

神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室

意思決定支援グループ

【神奈川県障害者自立支援協議会】

資料10

1

“ 意思決定支援を民間施設も含め広く定着させるためには、意思決定支援専門ア

ドバイザー等の専門家の派遣といったコンサルテーションやスーパービジョンの提供、

事業所間相互の連携による情報交換や課題の検討、インフォーマルも含めた地域資

源の開発など、地域を巻き込んだ仕組みづくりが必要 ”

（同報告書 P.9 6抜粋）

“ 現在は、意思決定支援の取組を通して、利用者の気持ちや思いを汲み取り、支援

を行っていることが確認された。 ”

（「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会報告書」 P.２４抜粋）

部会報告書で言われていることの確認

津久井やまゆり園の取組は一定の評価を得ている。

津久井やまゆり園にとどまらず、
県内に広めていくことが求められている。
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全県展開に向けた取組のスタートアップ

②専門家派遣 （3,069千円）

・専門ADV等の派遣
【意思決定支援専門家派遣等事業委託】

⑥基準設計 （1,370千円）

・評価基準の検討
【基準等設計事業】

③推進人材養成 （7,000千円）

・専門ADVの確保
【意思決定支援推進人材養成事業委託】

④出前講座 （2,572千円）

・事業所における担い手の確保
【意思決定支援出前講座事業委託】

⑤既存研修への組込み （1,122千円）

・法定研修等への講義の組込み

⑦当事者ヒアリング （240千円）

・障害当事者へのヒアリング
【意思決定支援推進ヒアリング事業】

①モデル事業 （2,600千円）

・４施設における先行実施
【障害者支援施設等意思決定支援モデル事業】

⑧報告書作成 （1,320千円）

・これまでの津久井の取組の総括

⑨家族向けリーフ配布 （121千円）

・家族向けリーフレットの配布

２ 人づくり（10,694千円）

３ しくみづくり（1,610千円）１ 先行実施（5,669千円）

４ その他（1,441千円）

計 １９，４１４千円

2

3

１ 事業目的
津久井やまゆり園利用者の意思決定支援の取組みを参考とし、他の障害者支援施設

等で実践し、検証することで、意思決定支援の全県展開に係る情報収集等を行う。

２ 事業内容 （対象：県所管域の障害者支援施設等）

(1) 普及想定モデル（２か所）
対象利用者３名（程度）を選定し、意思決定支援チームによる支援、アドバイザーから

助言等、対象利用者の意思決定支援の取組みを通じて、意思決定支援の取組みを推
進するために必要な現状分析や課題抽出を行い、課題解決等に向けた取組みを事業
所全体で行う。

(2) 簡易想定モデル（２か所）
推進チームを立ち上げ、意思決定支援の取組みを推進するための現状の分析や課

題抽出、課題解決等について、事業所全体で取り組む。

(3) モデル事業実施施設連絡会・実践報告会
〇 連絡会を実施し、各施設における取組状況の情報交換等を行う。
〇 年度末に実践報告会を開催する。

障害者支援施設等意思決定支援モデル事業
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「普及想定モデル」と「簡易想定モデル」

普及想定モデル 簡易想定モデル
対 象 障害者支援施設等 障害者支援施設等

期 間 １年間 １年間

事業内容

１ 対象者３名程度の選定 １ 事業所における意思決定支援の現
状、課題、解決策、実施（評価）に取
組む 等

２ 意思決定支援チームの設置
（例）本人、管理者、サビ管、支援員、相談、アドバイ

ザー、アドバイザー候補者、県

２ 推進チームの設置
（例）管理者、サビ管、支援員、県

３ 会議を年12回以上実施
（毎月１回程度）

３ 取組み等を年12回程度

４ 実施施設連絡会 （年３回程度） ４ 実施施設連絡会 （年３回程度）

５ 実践報告会 （３月頃） ５ 実践報告会 （３月頃）

備 考 ※ 次年度、普及想定モデルへ移行を想定

5

意思決定支援推進人材養成事業

１ 事業目的
事業所や利用者の意思決定支援を推進する役割を担える人材

を養成する。

２ 事業内容
〇 利用者の意思決定を推進する役割を担える人材を６名程
度養成する。

〇 意思決定支援専門アドバイザー（以下、アドバイザー）か
ら推薦して頂いた人材を、アドバイザーの実践場面やアドバ
イザー会議に同席し、実践終了直後に振り返りや助言等を行
うなどのライブスーパービジョン手法や先駆的な実践現場の
見学・研修の受講等を通して養成する。
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意思決定支援専門アドバイザー ／ 意思決定支援推進人材養成事業 候補者

6

7

意思決定支援出前講座事業（人材育成）

１ 事業目的

厚生労働省から示された障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン

（平成2 9年３月3 1日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）を活用した

研修プログラム等を通じて、障害福祉サービス等の意思決定支援を実践するために必要

な知識や技術の向上等を資することを目的とする。

2 事業内容

(1) ガイドライン研修 （オンラインで５回開催予定）

障害福祉サービス事業所の職員等を対象に、意思決定支援ガイドラインの内容等を現

場で実践できることを目的とした研修。

(2) 専門研修

3 募集時期

募集時期：８月

周知方法：『障害福祉情報サービスかながわ』で募集予定。
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2021/7/15

5

8

アンケート調査について

【調査期間】
令和３年５月27日～６月18日

【方法】
「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載の上、電子メールで回答

【対象】
県所管域に所在する障害者支援施設及び県立の障害者支援施設
49施設

【回収率】
32施設 65.3％ （７月２日現在）

9

問１ 個別支援計画や生活支援の中で、利用者の意思決定を支援するために、
事業所として具体的に取り組んでいることがありますか。

調査概要（中間報告） ①

あり
100%
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2021/7/15

6

10

問５ サービス等利用計画（令和３年４月１日現在）の作成状況について教えてください。

セルフ

16%

自法人の計画相談

60%

他法人の計画相談

24%

調査概要（中間報告） ②
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障害者総合支援法及び児童福祉法に係る基準条例の改正について 

(令和３年７月 16 日) 

１ 令和３年４月１日に改正施行するとともに、今後改正を予定している条例 

（１）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 25 年神奈川県条

例第５号) 

（２）地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 25 年神奈

川県条例第６号) 

（３）指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

25 年神奈川県条例第７号） 

（４）指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

25 年神奈川県条例第８号） 

（５）指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成 25 年神奈川県条例第９号） 

（６）指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 25

年神奈川県条例第 10 号） 

（７）障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 25 年神

奈川県条例第 11号） 

（８）福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 25 年神奈川県条例第

12 号) 

（９）障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 25 年神奈川県

条例第 13号） 

 

２ 改正の概要 

（１）令和３年４月１日改正施行関係 

ア 各条例に共通する事項 

（ア）利用者の人権の擁護等のため、必要な体制を整備するとともに、従業者（職

員）に対して研修の実施等の措置を講じなければならないこととした。（令和

４年３月 31 日までは努力義務。） 

（イ）虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催、従業者（職員）に対する

研修等を実施しなければならないこととした。（令和４年３月 31日までは努力

義務。） 

（ウ）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、

従業者（職員）に対する研修の実施等の措置を講じなければならないこととし

た。（令和４年３月 31日までは努力義務。） 

（エ）感染症や非常災害の発生時における業務継続計画を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講ずるとともに、従業者（職員）に対する研修及び訓練

等を実施しなければならないこととした。（令和６年３月 31 日までは努力義

務。） 

資料 11 
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（オ）感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の

開催、指針の整備、従業者（職員）に対する研修及び訓練の実施等の措置を講

じなければならないこととした。（令和６年３月 31 日までは努力義務。） 

（カ）避難訓練等の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めな

ければならないこととした。 

（キ）性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより就業環境が害されることを防止するため必要な措

置を講じなければならないこととした。 

（ク）児童発達支援管理責任者及びサービス管理責任者が個別支援計画について意

見を求める会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができることとした。 

（注１）「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」については、

上記（ア）、（イ）、（ウ）、（キ）及び（ク）を除く。 

（注２）「地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例」及び

「福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」については、上記（ウ）

及び（ク）を除く。 

 

イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例関係 

（ア）障害児入所施設等は、消火設備等の設置、非常災害に関する計画の策定、非

常災害の発生時の体制の整備、定期的な訓練等を行わなければならないことと

した。（第 12 条の２関係） 

（イ）乳児院等に置くべき心理療法担当職員及び心理指導担当職員の資格要件につ

いて、大学院において心理学を専修する研究科を修めて卒業した者を追加する

こととした。（第 27条、第 36 条、第 57 条、第 67 条、第 91条、第 99 条関係） 

（ウ）主として知的障害のある児童又は盲児若しくはろうあ児を入所させる福祉型

障害児入所施設に置くべき児童指導員及び保育士の員数をおおむね児童の数

を４で除して得た数以上とすることとした。（令和４年３月 31 日まではなお従

前の例によることができる経過措置あり。）（第 67 条関係） 

（エ）福祉型児童発達支援センターにおいて、医療的ケアを恒常的に受けることが

不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には、看護職員を置かなければな

らないこととするとともに、福祉型児童発達支援センターに置くべき人員に関

する基準について規定の整備を行った。（第 81条関係） 

 

ウ 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例関係 

職員の勤務体制の確保、職員によるサービスの提供及び職員の研修の機会の確

保をしなければならないこととした。（第 12 条関係） 

 

エ 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例関係 

（ア）事業所に置くべき従業者の基準について、障害福祉サービス経験者を除くこ
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ととした。（令和５年３月 31 日までは従前の例によることができる経過措置あ

り。）（第６条、第 56 条、第 73 条、第 79 条関係） 

（イ）指定児童発達支援事業所等において、医療的ケアを恒常的に受けることが不

可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には、看護職員を置かなければなら

ないこととした。（第６条、第７条、第 73 条関係） 

（ウ）指定児童発達支援事業所等に機能訓練担当職員又は看護職員を置いた場合に

おいて、当該機能訓練担当職員又は看護職員が指定児童発達支援等の単位ごと

にその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援等の提供に当た

る場合には、当該機能訓練担当職員又は看護職員の数を事業所に置くべき児童

指導員又は保育士の合計数に含めることができることとするとともに、その合

計数の半数以上は児童指導員又は保育士でなければならないこととした。（第

６条、第７条、第 73 条関係） 

（エ）心理指導担当職員の資格要件について、大学院において心理学を専修する研

究科を修めて卒業した者を追加することとした。（第 81 条の３関係） 

（オ）運営規程等を施設に備え付け、関係者に自由に閲覧させることにより掲示に

代えることができることとした。（第 44条関係） 

 

オ 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例関係 

（ア）主として知的障害のある児童又は盲児若しくはろうあ児を入所させる指定福

祉型障害児入所施設に置くべき児童指導員及び保育士の員数をおおむね障害

児の数を４で除して得た数以上とすることとした。（令和４年３月 31日までは

なお従前の例によることができる経過措置あり。）（第５条関係） 

（イ）指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する心理指導担当職員に関する基準

を定めることとした。（第５条関係） 

（ウ）運営規程等を施設に備え付け、関係者に自由に閲覧させることにより掲示に

代えることができることとした。（第 41条関係） 

（エ）指定障害者支援施設の指定を受けた指定福祉型障害児入所施設に係る人員及

び設備に関する基準の経過措置について、令和４年３月 31 日まで延長するこ

ととした。（平成 30 年神奈川県条例第 59号附則第２項関係） 

 

カ 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例関係 

（ア）指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護を行う事

業者についても、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなら

ないこととするとともに、身体的拘束等を行う場合は、その態様等を記録しな

ければならないこととした。（第 36 条の２関係） 

（イ）運営規程等を施設に備え付け、関係者に自由に閲覧させることにより掲示に

代えることができることとした。（第 36条、第 74 条、第 94 条関係） 
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（ウ）通常の事業所に新たに雇用された利用者が指定就労定着支援の利用を希望す

る場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならないこ

ととした。（第 87 条の２、第 183 条関係） 

（エ）指定就労移行支援事業所に置くべき就労支援員について、常勤であることを

要しないこととした。（第 163 条関係） 

（オ）指定就労移行支援事業者は、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場

合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならないことと

した。（第 170 条関係） 

（カ）指定就労継続支援Ａ型事業者は、運営状況に関する事項に関し自ら評価を行

い、その結果を公表しなければならないこととした。（第 184 条の３関係） 

（キ）指定就労定着支援事業者は、利用者に対して必要な支援を提供するに当たっ

て、テレビ電話装置等により行うことができることとした。（第 194 条の８関

係） 

（ク）指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に

おいて利用者が居宅介護又は重度訪問介護を利用する場合の特例措置につい

て、令和６年３月 31 日まで延長することとした。（附則第６項、第７項関係） 

 

キ 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例関係 

（ア）指定障害者支援施設に置くべき就労支援員について、常勤であることを要し

ないこととした。（第５条関係） 

（イ）就労移行支援の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望

する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない

こととした。（第 36 条関係） 

（ウ）就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を

希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければなら

ないこととした。（第 36条関係） 

（エ）運営規程等を施設に備え付け、関係者に自由に閲覧させることにより掲示に

代えることができることとした。（第 52条関係） 

（オ）福祉型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設等の指定を受けた指定障害

者支援施設に係る人員及び設備に関する基準の経過措置について、令和４年３

月 31 日まで延長することとした。（平成 30年神奈川県条例第 61号附則第２項

関係） 

 

ク 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例関係 

（ア）通常の事業所に新たに雇用された障害者が指定就労定着支援の利用を希望す

る場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならないこ

ととした。（第 43 条の２、第 82 条関係） 

（イ）就労移行支援事業所に置くべき就労支援員について、常勤であることを要し
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ないこととした。（第 62条関係） 

（ウ）就労移行支援事業者は、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合に

は、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならないこととした。

（第 67 条関係） 

（エ）就労継続支援Ａ型事業者は、運営状況に関する事項に関し自ら評価を行い、

その結果を公表しなければならないこととした。（第 83 条の３関係） 

 

ケ 福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例関係 

職員の勤務体制の確保、職員によるサービスの提供及び職員の研修の機会の確

保をしなければならないこととした。（第 10 条関係） 

 

コ 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例関係 

（ア）障害者支援施設に置くべき就労支援員について、常勤であることを要しない

こととした。（第４条関係） 

（イ）就労移行支援の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望

する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない

こととした。（第 25 条関係） 

（ウ）就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を

希望する場合には、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければなら

ないこととした。（第 25条関係） 

 

（２）令和３年７月下旬改正施行予定 

ア 各条例に共通する事項 

各条例において書面で行うことが規定され、又は想定されるものについては、

書面に代えて、電磁的記録等により行うことができることとした。 
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